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新しい「障害者基本計画」案への JD意見（詳細版） 

 

特定非営利活動法人 日本障害者協議会（JD） 

 

本協議会は、障害者基本法や障害者権利条約が目指す共生社会の実現に向けて運動を進

めています。 

今回の政府の「障害者基本計画案」は前期（第二期）計画と比べて、内容面での差別禁

止の強調、難病のある人への支援の具体化、策定過程面での当事者参加の一歩前進など、

評価すべき点もあります。しかし、障害者基本法、障害者権利条約、「総合福祉部会」の「骨

格提言」、自立支援法訴訟団との「基本合意」などの基準に照らすと次のような多くの要改

善点があります。 

本協議会はすでに「新しい『障害者基本計画』案への JD意見」を提出していますが、字

数に制限があったため別途、本「詳細版」で詳しく解説するものです。 

 

１ 政策・計画決定への障害当事者の参加の保障 

 ８月９日の障害者政策委員会での土本委員の提起は大変重いものでした。内容がよくわ

からないまま３時間座らされていることは差別・虐待ではないか、というものでした。 

 第二次障害者基本計画では、Ⅲ－２－（２）－①－ウ「障害者団体や本人活動の支援」

の項で「知的障害者本人や精神障害者本人の意見が適切に示され、検討されるよう支援を

強化する。特に、様々なレベルの行政施策に当事者の意見が十分反映されるようにするた

め、当事者による会議、当事者による政策決定プロセスへの関与等を支援することを検討

する。（後略）」とされていました。この検討のために内閣府は地方自治体の障害者施策推

進協議会などへの当事者参加の実態を障害の種類別に分類して毎年調査・公表してきたも

のと思います。 

第三次計画ではより具体的な検討とその成果の普及が求められます。共用品推進機構が

開発した JIS S 0042「高齢者・障害者配慮設計指針－アクセシブルミーティング」も参考

に、地方自治体での委員会の配慮・工夫の経験や諸外国の経験などを含めた検討が必要と

されます。2011年に改正された障害者基本法第 33条では、障害者政策委員会の構成を「様々

な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよ

う、配慮されなければならない。」とし、地方に設けられる委員会についても第 36条で同

様に規定しています。この規定に基づく取り組みが差別ではないかと言われるようなこと

は、絶対にあってはなりません。 

 具体的には、８月９日の原案のⅡ－３「各分野に共通する横断的視点」の（１）を二つ

に分け、「政策・計画決定への障害当事者の参加」を独立した項目とすべきです。その中に

は、 

「知的障害者、精神障害者、発達障害者、失語症者、高次脳機能障害者などを含めた障

害者が、国及び地方の審議会等に参加し、平等に意見を表明し貢献できるよう適切な情報

保障その他の配慮の在り方を検討し、開発し、普及する。」 

を記述してください。 

また、障害者施策に関する国・地方の審議体においては当事者・家族を構成員の過半数
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とするなど数値目標を示すべきです。 

 

２ データの収集と活用 

＜生活のしづらさ調査の活用＞ 

 「案」では、障害者基本計画の実施状況とその（障害者の生活実態に見られる）効果を

把握・評価することや PDCAサイクルの採用が書き込まれています。 

 しかし「平成 23年生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）」

についての言及がありません。次回調査は５年後の平成 28(2016)年と見込まれます。これ

は第三次計画(2013-2017)の最終年の前年です。2016年に次回調査、これを踏まえて 2017

年に第四次計画の策定、翌 2018年からの実施、というスケジュールが合理的です。 

今回の生活のしづらさ調査は我が国で初めて、すべての障害者を対象としたものであり、

不備な面があればそれを改善しつつ次回の準備をし、次回こそは第四次計画の基礎とすべ

きと思います。 

 あるいはこの調査は福祉行政目的であるとすれば、別の省庁による障害者基本計画のた

めの調査が検討されるべきかもしれません。いずれにせよ、施策の効果測定のための生活

実態調査の在り方について、基本計画は具体的にふれるべきであると思われます。 

 また、「生活のしづらさ」調査の対象外となっている「施設・病院の障害者」について、

これらの人々がこの計画での最も重要な人々であることから、その実態とニーズをどう把

握するのか、記述されるべきと思われます。 

 

＜監視機能を遂行するために必要な措置＞ 

 障害者政策委員会は、障害者基本法に基づいて、基本計画の実施状況の監視と必要に応

じての勧告を役割としています。これは「できる」規定ではなく、「する」規定（義務）で

す。 

 障害者政策委員会は５年後、本計画案（分野別 197項目に加えて総論部分と推進体制の

数十項目）の実施状況をどう監視できるでしょうか。計画案の末尾に掲げられている数値

目標については、データ・情報の収集のめどが立っているものと思われます。しかしそれ

以外の項目や総論部分は何を基準に、どんな情報で評価するか不明です。そもそも数値目

標が掲げられた一部の項目の数値がどんな根拠で出されたかの説明もありません（障害者

政策委員会の質疑でのいくつかの口頭説明以外は）。その目標数値の根拠が不明のままで適

切な監視はできません。これらの根拠は公表されるべきです。数値目標を示しにくい分野

項目もあります。しかし計画であるので、達成度の評価は必要です。 

 総論・各論含めすべての項目について障害者政策委員会が適切に監視ができるよう、適

切な情報（量的及び質的。2012年度末の状況とその後の経年変化）が提供される必要があ

ります。その際、予算やサービスだけでなく、生活実態の変化、障害のない市民との格差、

その性・年齢・障害・地域別データが必要です。これらの情報の多くは、各省庁の行政シ

ステムを通じての収集となるので、各省庁が障害者政策委員会に協力する責務があること

をより明確な表現で記述する必要があります。 

 さらに、基本計画に記述すべきことではありませんが、障害者政策委員会委員は総論や

推進体制の部分の記述も 197項目の各論施策も、（現場体験の認識は持っていても）、全国
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的な現状把握はできていません（正確な情報がないため）。数値目標のない項目も含めて政

府の担当者と障害者政策委員会委員とがデータに基づく現状把握の共通理解を持つ必要が

あります。 

 推進体制の部分では、政府・各省庁の国民への「説明責任」、とりわけ法律によって監視

責任を負わされた障害者政策委員会への適切な情報提供の責務を明確にしていただきたい

と思います。 

 

３ 生活支援分野の補強 

＜相談支援体制の構築＞ 

① 相談支援体制の構築は重要ですが、各地域によって相談支援体制に大きな格差があ

ります。また、障害者生活支援センターなどの相談支援機関には様々な役割が求められて

いますが、人的配置は不十分です。難病相談・支援センターについては各県 1か所の配置

で、相談員の配置も少なく、身分保障も不十分です。 

相談支援体制の拡充のためには国としての設置基準を定め、財政的な責任も担い、専門

職が配置できるような体制を構築すべきです。 

サービス利用計画については、自立支援給付（出来高払いの仕組み）を見直すべきです。

事業所が市町村から指定特定相談支援事業の指定を受ければ、すでに事業所の利用者とな

っている障害のある人の計画相談を行うことができます。障害のある人は相談支援事業所

を選択できるとされていますが、実際には選択できる状況ではありません。事業所の抱え

込みが行われたり、障害のある人の選択ではなく、事業所にとって都合の良い障害のある

人を選択していくというような問題も起こってきています。 

こうした問題を解消するには、事業所からの独立性を担保した相談支援機関を充実させ

ていく必要があります。 

② 相談支援体制を構築しても、絶対的な社会資源不足であることが各地の現状です。

相談支援から明確になってくる社会資源拡充の課題については、国と自治体が財政的な責

任をもって、課題解決にあたるべきです。 

 

＜在宅サービス等の充実＞ 

 ① 在宅サービスとしてメニュー化されていても、実際にはニーズに対応できない状況

が起こっています。こうした実態がなぜ起こっているのかについて把握し、その実態に基

づいた計画が必要とされています。 

 ② グループホーム等の充実とありますが、グループホームの開設や職員確保には設置

する法人の負担が大きいのでなかなか進みません。どこで誰と暮らすかを選択できる環境

を整えるためには、グループホームの充実のための具体的施策が必要です。 

 また、暮らしの場を選択するためにはグループホームは 1つの選択肢にすぎません。民

間のアパートなどを借りて暮らすことも選択の 1つであり、そのためには、不動産業界、

住宅所有者側への本計画の理解促進、利用者本人への家賃補助なども併せた制度化を検討

すべきです。 

 

＜障害児支援の充実＞ 
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① 冒頭 1－（３）－1 に、まだ詳細が明らかとなっていない「子ども・子育て支援法

に基づく給付」等が記載されることは「基本計画」として具体性に欠け、ふさわしくあり

ません。「同法に基づく教育・保育等を利用できるようにするために必要な支援」は障害児

支援の中核施策とは言えないので、置くとしても最後の項目にすることが適切です。 

② 社会資源未整備のために、療育の内容と質に大きな地域格差があり、長時間かけて

通園するという現実もあります。障害者基本法に「療育」が新設されたことを根拠に、１

－（３）－１としてはまず、児童発達支援センター（医療型を含む）を地域に配置する計

画を明示すべきです。 

③ 障害児通所支援においては、児童相談所の関与がなくなり、公的機関による子ども

と保護者の把握の機会が困難になりました。保護者への支援を含む高い専門性が求められ

る時期であるからこそ、市町村による相談支援の仕組みが整備される必要があります。 

④ 1－（3）－4の位置付けも重要です。しかし、平成 24年４月に改正されたばかりの

制度施策であるので、まずはこれらの施策の検証作業を行うことを計画に盛り込む必要が

あります。 

⑤「障害児療育施設」は、少なくとも計画期間内に障害のある子どもが生活し専門的療

育を受けるにふさわしい施設設備と心理職やソーシャルワーカー、さらには不足している

医師などの医療スタッフの職員配置の改善を行うことを明記すべきです。（１－（３）－６）  

特に、旧肢体不自由児施設を中心とした「医療型障害児療育施設」では、有期限入所支

援機能を中核としつつ在宅の重症心身障害児や肢体不自由児への外来・訪問診療、短期入

所、母子入園、NICUから在宅への中間施設機能、児童発達支援センター等への技術支援な

ど多様な役割を果たしており、こうした重度障害児の地域医療センターとしての位置付け

の明確化と（人口エリアを定めた）計画的な配置を進める必要があります。 

 

＜サービスの質の向上＞ 

地方自治体の障害福祉計画の策定の際に、国の定めた数値目標等は各地域の特性を反映

した計画づくりの障害になっています。また、数値目標の人日分の表記も実態を見えづら

くしています。 

国の定めたものは最低基準として位置付け、自治体の実態に応じた計画づくりが進めら

れるようにすべきです。 

 

４ 保健・医療分野の補強 

＜精神保健・医療＞ 

① 精神疾患患者への差別的取扱いである精神病床の人員配置を一般病床と同等以上に

引き上げるべきです。 

② 医療保護入院の際の権利擁護の仕組みを早急に検討すべきです。そして家族の同意

については精神保健福祉法の次回改正時に廃止することを明記すべきです。 

③ 地域における障害者支援の従事者やピアサポーターが精神科病院に関与できるよう

な仕組みをつくるべきです。 

④ 社会的入院の解消と合わせ、精神病床を閉鎖していく計画策定を盛り込むべきです。 

⑤ 精神医療審査会に当事者・家族を構成員とすることを義務付けるべきです。 
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⑥ ５大疾患となった精神疾患にふさわしい基本法（例えば、こころの健康対策基本法

など）の法制化の検討を進めるべきです。 

⑦ 入院期間は短縮されてきていますが、退院後は家族が支え、必要な支援を受けられ

ていない人が多い現状です。こうした無支援状態の人の実態の把握と医療チームではない、

保健や福祉の訪問チームを実現させていくことが必要です。 

 

＜障害の原因となる疾病等の予防・治療＞ 

 障害の早期発見を早期療育につなぐときに、親子への手厚いケアが必要ですが、乳幼児

健康診査から保健指導の時期の法定事業は未整備です。実際に市町村で工夫して実施され

ている「親子教室」などの施策化が望まれます。「保健指導」一般ではなく、具体的な施策

を提示すべきです。 

 

５ 教育の財政措置 

 教育分野で、合理的配慮を行うことを含めた的確な指導が提供できるようにするために、

「『多様な学びの場』のそれぞれの充実を図る。」（３－（１）－３）とし、政府として

の責任を明記したことは評価できます。 

 しかしながら、近年の特別な教育を求める児童生徒の増加により、教室不足など著しく

悪化している教育環境の改善が求められます。同時に、「災害発生時における利用等の観

点」（３－（２）－２）のみならず、共に学ぶための前提として学校施設のバリアフリー

化が必要です。そのために具体的な数値目標の設定とそれをなしえる財源措置を明記すべ

きです。 

 

６ 雇用・就業分野の補強 

① 多様な就労の場の実態を把握・検証し今後の就労支援の在り方を検討すべきです。 

② 通勤の際の移動支援などを可能とすべきです。 

③ 雇用された事業所で介護のためのヘルパーの派遣を可能にすべきです。 

④ 就労移行支援事業所において、就職した人の支援を期限なしで行えるようにすべきで

す。 

⑤ ダブルカウント制は障害のある人の人権侵害に当たるのではないか、との意見がある

ので、雇用率制度上での重度障害者の雇用確保の在り方を、ダブルカウント制の廃止を含

めて検討するべきです。 

⑥ 労働年齢にある障害者の就職率、無業率を明らかにし、その実態に合わせた労働施策

を検討するべきです。 

 

７ 成年後見制度の見直しを含めた検討 

このことについては「適切な利用の促進」とされるのみですが、「制度の見直しを含む検

討」を取り入れるべきです。 

 

８ 障害の表記の継続的な検討 

昨年 12月の障害者政策委員会の「意見」では、推進体制の中で、  
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「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約における新しい障害の

考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討する。」 

とありました。 

「障がい者制度改革推進会議」の「障害者制度改革の推進のための第二次意見」（平成

22(2010)年 12月 17日）では、 

「障害は様々な社会的障壁との相互作用によって生ずるものであるという障害者権利条

約の考え方を念頭に置きつつ、それぞれの表記に関する考え方を国民に広く紹介し、各界

各層の議論を喚起するとともに、その動向やそれぞれの表記の普及状況等を注視しながら、

今後、更に推進会議においても検討を進め、意見集約を図っていく必要がある。 

 なお、表現の多様性を確保する観点から自治体等が「障碍」という表記を使いやすくす

るべきとの意見もあり、「碍」を常用漢字に追加するよう提言することの適否について、併

せて検討すべきである。」 

としていました。 

一方、2011 年の障害者基本法改正で、障害者の経験する生活上の制限は、（身体障害そ

の他の）心身の機能の障害および社会的障壁によって生み出されている、という障害理解

が示されました。これは第二次大戦後の日本の障害者施策史上の最大の障害（者）観の転

換です。この認識を各国政府に求めた障害者権利条約がまもなく批准されます。 

 このような今日の時点こそ、環境の重要性を含めた「障害とは何か」を全国民が問い直

す絶好の機会であり、その国民的議論のきっかけを表記問題が生み出してくれます。現行

のウ冠の障害でよいのか、ひらがなを使った障がいがよいのか、石偏を使った障碍がよい

のか、障害の意味・概念に関わる重要な問題として障害者・自治体などが政府のイニシア

チブに注目しています。 

 本協議会はどの表記が最も適切かの立場を決めてはおらず、また、表記（呼び方）を変

えることが決定的に重要だとも考えてはいません。ただし、この表記の在り方の検討を継

続すべきであること、障害の表記は障害者権利条約と障害者基本法の障害概念を反映すべ

きであること、日本国民、特に障害者自身がどの表現を好むか（自分がどう呼ばれたいか）

の意向を尊重すべきであること、第三次障害者基本計画には（この基本問題の一つである）

表記問題の検討の継続の旗を降ろさずむしろ活発な議論を呼びかけるべきであること等と

考えます。そして少なくとも定期的な意向調査などすべきですが、さらに内閣府主催で全

国数十か所での表記問題市民公聴会などを行うことを期待します。 

 なお、2010年の内閣府の意見募集では望ましい表記として「障害」と「障碍」がともに

約４割でした。同年の推進会議第二次意見にあるように、「碍」が常用漢字でないために使

いにくい（特に公的機関である自治体などで）との意見も強いので、平等な表記を保障し

た上で（障碍も自由に使えるようにした上で）の好まれる表記の動向を確認するために「碍」

の常用漢字化を検討すべきです。表現の自由の下での意向動向の把握を政府は的確に行う

べきだと思われます。 


